
ご家庭の皆様へ
鶴岡市立鶴岡第四中学校

登下校時等における乗用車の乗り入れについて

麗春の候、ご家庭の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日
頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、校地内の乗用車の乗り入れにおきまして生徒の安全確保を第一と考え、下記の通りに統一し

ております。ご理解の上ご協力くださるようお願い申し上げます。

記
➀朝の生徒送迎での降車場所について

お渋
〇原則体育館脇での乗降でお願いします。 体 降 願滞
右図太枠のところまでお進みください。 育 車 い時
校門付近で停車すると後続の車が校地内に 館 し左
入れず、やむを得ず路上で停車し生徒を降 ま折
ろすことになるようです。 す

※怪我等で歩行が困難な場合はその限りでは
ありません。

〇校門付近の路上（信号付近）での乗降は
自粛願います 乗用車進入禁止

〇正門側の道路は歩行者専用です。

②校地内の駐車について

・徒歩通学生徒・自転車利用生徒と自家用車の接触の恐れがあります
・スクールバスが方向転回できない状況が発生しています
（スクールバスは土日も運行する日があります）

〇小真木原運動公園を利用する方、小真木原運動公園で活動する生徒を待たれる方は、運動公園
内の駐車場をご利用ください。

〇生徒の安全確保、スクールバスへの通常運行のため危険回避に関する看板を設置しています。
〇休日や夜間などに本校施設を利用する場合の駐車可能場所について下記の通りです。ご確認の
上、ご協力ください。
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